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令和 7 年     月     日 

           御中 

公益社団法人 日本ナショナル・トラスト協会 
会長 池谷奉文(いけやほうぶん) 

※団体としての意見

令和８年度予算・税制等に関する要望 

 ナショナル・トラスト活動は、市民や企業から寄附を募り、自然の豊かな土地や歴史

的な建造物等を買取りまたは寄贈を受けることにより、それをすべての国民のために、

永遠に守り継いでいく活動です。 

自然の豊かな土地等は、地域住民にとって住み心地のよい環境づくり欠かすことがで

きないものであり、地域の文化、ひいては日本の文化の形成基盤、アイデンティティを

構成するものです。  

現在の厳しい財政状況下において、自然の豊かな土地等の保全をしっかり進めるには、

行政機関による公有地化や保護区の設定等とともに、民間団体によるナショナル・トラ

スト活動の積極的な推進が必要です。 

一方、ナショナル・トラスト活動を取り巻く税制度等については、公益活動であるに

もかかわらず、資産の取得、維持に関する支援措置が十分に整えられてはおらず、トラ

スト活動の持続的な推進を阻んでいます。 

以上のことから、我が国においてナショナル・トラスト活動をより一層推進し、かけ

がえのない自然を将来世代へと手渡していくため、以下のことを要望させていただきま

す。 

何とぞよろしくお願い申し上げます。 

東京都豊島区西池袋 2-30-20 音羽ビル 

TEL：03-5979-8031 FAX：03-5979-8032 

自然環境は、地域の文化、ひいては日本の文化の形成基盤、アイ
デンティティを構成するものです。ナショナル・トラスト活動は、
自然の豊かな土地等の永久保存を目指す民間等の活動です。 
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記 

 

１. ナショナル・トラスト活動で取得する土地に対し、『固定資産税』、

『不動産取得税』、『譲渡所得税』の非課税制度の創設 
【総務省・環境省関係】 

国内最大の湿地を有する釧路湿原国立公園の周辺地域において、近年、太陽光発電施

設が急増しています。現在建設中の釧路市北斗での太陽光発電施設については、著名人

が現地を視察し、マスコミが全国レベルでこのことを報じています。 

釧路市北斗の事例の場合、環境省の釧路湿原野生生物保護センターから南にわずか約

200m の場所であるにもかかわらず、国が「自然公園法」に基づき指定している国立公

園の区域外に当たることなどから、開発が進んでいます。民間等によるナショナル・ト

ラスト活動の重要性が、改めて強く認識される事案であると考えます。 

他方、今の税制では、ナショナル・トラスト団体が自然を守るために森林や湿地など

を取得した際にも、通常の土地と同様、固定資産税、不動産取得税が、原則かかる仕組

みになっており、ここがトラスト活動を日本において推進し、さらに発展させていく上

での大きな課題となっています。 

固定資産税等については、公益性がある土地について非課税や減免等の規定があり＊、

自然保護という公益目的で土地を所有しているトラスト団体は、土地が所在する各地方

自治体に非課税や減免等の申請を行っています。しかし、申請に対する回答は地方自治

体次第であり、トラスト活動の公益性に対する認識の差異により、非課税や減免となる

こともあれば、ならないこともあります。 

＊地方税法第 6条、第 73条の 4第 1項第 7号、第 73条の 31、第 348条第 2項第 12号、第 367条、各地方

自治体の税条例 

また、個人所有の自然地をトラスト団体に寄贈した場合でも、通常の土地贈与と同様

に「みなし譲渡課税」の制度が適用され、譲渡所得税が寄付者に原則かかる仕組みにな

っています。これについて、公益法人等への財産の贈与、遺贈の場合は、国税庁長官の

承認が得られれば非課税となる制度（租税特別措置法第 40 条）があるので、これが活用

できる場合は、トラスト団体が寄付者の申請をサポートする取組をしています。 

これら 3 つの税金はいずれも、トラスト団体が土地を取得する時点では判断がつかず、

また、非課税や減免等の規定適用の申請手続きは、簡素化されてきているとはいえ、多

大な労力が必要です。この点について、各地のトラスト団体から、税負担の公平性の欠

如や、また、先にも述べさせていただきましたように、安定性のあるトラスト活動を日

本において推進し、さらに発展させていく上での大きな課題である、との指摘がなされ

ています。 

2022 年 12 月に開催された生物多様性条約第 15 回締約国会議で、新たな世界目標と

して「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。それを受け日本は、

2021 年 3 月に「生物多様性国家戦略 2023-2030」を閣議決定し、2030 年までに生物多

様性の損失を止め反転させること（ネイチャーポジティブ）、そして、陸域と海域の 30％

以上を健全な生態系として効果的に保全すること（30by30）を目標として掲げました。

ナショナル・トラスト活動は、これらの目標の達成にも大いに貢献するものです。 
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ナショナル・トラスト活動という民間等による公益活動が一層促進されるよう、 

 

①短期的には、 

ア）総務省（旧自治省）におかれましては、 

『固定資産税』、『不動産取得税』に関して、「減免措置を講ずることが適当」としている範

囲（自然公園法等の法律・条例により指定された地域内）について、その範囲外にも守る

べき自然があること、また、行政の役割を補完しそれを守るのがトラスト団体の役割であ

ることから、「自然公園法等の法律・条例により指定された地域」以外でも、「自然環境保

全法人」としてそもそも特別に認められた団体が行うトラスト活動により取得されるトラ

スト地については全て、上記税に関して減免が適当である旨の通知を、都道府県及び市町

村に対して発出されること、 

 

イ）環境省におかれましては、 

上記見直しを受けた通知を都道府県及び市町村に対して発出されることをお願いいたし

ます。 

 

※40 年前に、以下の通知が発出されています。ナショナル・トラスト活動が一層促進されるよう、
以下の通知について、内容を上のように見直した上での都道府県等の自治体への改めての発出をお
願いいたします。 

・「自治府大 29 号 自治省税務局長から東京都総務局長・主税局長・各道府県総務部長あて  

自然環境保全法人に係る不動産取得税及び固定資産税の軽減について」（昭和 60 年 4 月 1 日） 

・「環自企 243 号 環境庁自然保護局長から都道府県知事あて 国民環境基金(ナショナル・トラスト)

活動に係る税制上の優遇措置について」（昭和 60 年 5 月 1 日） 

 

②中期的には、トラスト団体により取得した土地に対する『固定資産税』、『不動産取得税』、

『譲渡所得税』を、国の責任で初めから非課税・減免とする制度の創設を要望いたします。 

 

③長期的には、「ナショナル・トラスト活動の推進に関する法律」(仮称)の制定を要望いたし

ます。 
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（公社）日本ナショナル・トラスト協会の会員団体（29 団体） 

 

 

 

  

＜参考資料＞ 
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２. 相続で不要とされた原野や山林、農地等を「自然に還す」、人口

減少時代における持続可能な地域づくり・国づくりのための土地制度

の構築 
【法務省・農林水産省・環境省関係】 

2021 年 4 月に「相続土地国庫帰属法」が制定され、2023 年 4 月に施行されました。

親から山林や農地、原野を相続したものの、負担を感じる人が増えており、そのことが

所有者不明土地の発生につながるとのことから、その対策として制定されました。買い

手・借り手が見つからない原野等の不要な相続土地を、国に申請し、一定の要件を満た

していれば国に引き取ってもらえるという制度です。国は、申請があった場合、事前に、

地元自治体に土地の受け入れを打診するとされています。地元自治体が受け取らない場

合、国が、そのどこにも需要がない土地を長期にわたり管理していくとしています。 

これまで日本の土地政策は、人口増加を背景に土地の需要が高く、土地は有利な資産

との考えで構築されてきました。しかし、日本の人口は今後急速に縮小していくことが

予測されています。人口 1 万人未満の小規模自治体については、2050 年に、平均して人

口が 2 分の 1 以下に縮小しているとも予測されています。それに伴い土地の需要も大き

く変わっています。 

人口減少社会を迎え、これから必要なのは『土地を自然に還す』という考えです。 

『土地を自然に還す』、例えば山地での自然林の再生、低地での湿地の再生は、生物多

様性・生態系の維持・回復のほか、土砂災害や水害の防止・軽減効果等、様々な効果が

期待でき、地域づくり・国づくりに当たっての基盤と言うことができます。 

（公社）日本ナショナル・トラスト協会では、優れた自然環境とされる土地でなくと

も、日常的な管理が必要とならない山林や原野等（不法投棄等のおそれのある土地を除

く）について、これまで数多く寄附の相談を受け、公益のため、取得してきました。こ

うしたトラスト活動は、公益的機能を発揮できる土地を持続可能な社会形成の基盤とし

て保全するとともに、所有者不明土地の増大抑制、そして、地域の SDGs の達成に貢献

するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①相続で不要とされた山林や原野、農地等について、相続土地国庫帰属法に基づく申請

があった場合、国として、地元自治体に対して、当該自治体におけるネイチャーポジ

ティブ実現に向け、寄附受けの機会を確保するための当該申請土地に関する情報の提

供に加え、自然再生等に向けた土地管理のための支援をしたりすること、 

 

②国として、地元自治体に対して、寄附受けの機会を確保するため、当該申請土地に関

する情報を提供する際、（公社）日本ナショナル・トラスト協会にも情報提供を頂くな

どの仕組みの検討を要望いたします。 

 

③国庫に帰属することになる土地について、持続可能な社会形成の基盤として『自然に

還す』との考えの具体化のため、従来の行政財産でも普通財産でもない、また、必ず

しも財務省の所管とは限らない、新しい公的な土地保有のあり方の検討を要望いたし

ます。（次頁に、参考資料を掲載させていただきました。） 
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第 196 回国会衆議院国土交通委員会平成 30 年 5 月 22 日、山野目章夫参考人 
（法制審議会民法・不動産登記法部会会長、国土審議会土地政策分科会特別部会会長）
発言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

山野目参考人 

･･･土地の所有権を放棄したい、あるいは寄附をしたいというような意見が国民の各

方面から時に聞かれる･･･現行の法制でいきますと、財務省の所管のもとに置かれる

国有財産になってしまうものでありまして、最適な処分、最適な管理をしなければ

ならないという負担を担わせられるということになります。 

 こういう発想を変えて･･･国有財産の新しい形態･･･「土地を自然に還す」というよ

うな発想で、従来の行政財産でも普通財産でもないような、また、もしかすると財務

省の所管とは限らないような、新しい公的な土地保有のあり方をこれから研究してい

く必要があるのではないかということも感じております。 

＜参考資料＞ 


